
様式 １　公表されるべき事項

国立大学法人宮崎大学の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事

監事（非常勤）

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

  ②令和５年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び令和５年度における改定内容

当該法人の主要事業は教育・研究事業である。役員報酬水準を検討するにあたって、他の国立大学法人、
国家公務員、類似事業を実施している民間法人や独立行政法人等のほか、国・地方公共団体が運営する
教育・研究機関のうち、常勤職員数（当該法人1,776人）や教育・研究事業で比較的同等と認められる、以下
の法人等を参考とした。

（１）国立大学法人大分大学･･･当該法人は、同じ国立大学法人として教育・研究事業を実施している（常勤
職員数2,041人）。公表資料によれば、令和4年度の長の年間報酬額は約15,547千円であり、公表対象年度
の役員報酬規程に記載された本俸額等を勘案すると、約15,666千円と推定される。同様の考え方により、理
事については約11,239千円から約14,046千円、監事については約10,280千円と推定される。

（２）事務次官年間報酬額･･･23,235千円

当法人が定める役員に支給する期末手当（賞与）額は、文部科学省法人評価委員会が行う業績評価の結果
及び当該役員の職務実績を勘案して学長が必要と認める場合には、経営協議会の議を経て、100分の10の範
囲内で、これを増額し、又は減額することができるとしている。

なお、令和5年度は増額又は減額での支給はなかった。

役員報酬は、月額及び期末手当から構成されている。
月額は宮崎大学役員報酬規則に則り、月額968千円から1,038千円としているが、宮崎大

学役職員の給与の臨時特例に関する規程に則り、当分の間月額俸給から100分の5を減
額するため、月額920千円から986千円としている。

期末手当についても、同規則に則り、俸給月額及び異動保障給の月額並びに当該俸給
月額に100分の20の割合を乗じて得た額並びに当該俸給月額及び異動保障給の月額の
合計額に100分の25の割合を乗じて得た額の合計額に支給割合（6月に支給する場合に
おいては100分の162.5、12月に支給する場合においては100分の162.5）を乗じ、さらに基
準日以前6箇月以内の期間における在職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。

俸給は宮崎大学役員報酬規則に則り、月額634千円から820千円としているが、宮
崎大学役職員の給与の臨時特例に関する規程に則り、当分の間月額俸給から100
分の5を減額するため、月額602千円から779千円としている。

他は法人の長に同じ。

役員報酬は俸給及び通勤手当から構成されている。
俸給は宮崎大学役員報酬規則に則り、月額200千円としている。

俸給は宮崎大学役員報酬規則に則り、月額634千円から763千円としているが、
宮崎大学役職員の給与の臨時特例に関する規程に則り、当分の間俸給月額から
100分の5を減額するため、月額602千円から725千円としている。

他は法人の長に同じ。

役員報酬は俸給及び通勤手当から構成されている。
俸給は宮崎大学役員報酬規則に則り、月額155千円としている。



２　役員の報酬等の支給状況
令和５年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

15,368 11,035 4,333 0

千円 千円 千円 千円

13,069 9,348 3,671 50
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

13,019 9,348 3,671 0 ※

千円 千円 千円 千円

13,069 9,348 3,671 50
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

13,104 9,348 3,671 85
（通勤手当）

※

千円 千円 千円 千円

13,294 8,072 3,431 1,789
（地域手当）

（広域異動給）
（単身赴任手当）

千円 千円 千円 千円

2,450 2,400 0 50
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

2,425 2,400 0 25
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

11,326 8,071 3,169 85
（通勤手当）

千円 千円 千円 千円

1,899 1,860 0 39
（通勤手当）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　 　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

前職
その他（内容）

Ｆ理事
（非常勤）

Ｇ理事
（非常勤）

A監事

Ｂ監事
（非常勤）

Ｅ理事 ◇

法人の長

A理事

B理事

Ｃ理事

Ｄ理事

役名
就任・退任の状況



３　役員の報酬水準の妥当性について
【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事

　監事（非常勤）

【文部科学大臣の検証結果】

宮崎大学は、「世界を視野に 地域から始めよう」というスローガンのもと、人類
の英知の結晶としての学術・文化に関する知的遺産の継承と発展、深奥なる学
理の探究、地球環境の保全と学際的な生命科学の創造を目指し、変動する社会
の多様な要請に応え得る人材の育成を使命としており、宮崎大学将来構想を基
盤として（教育改革、組織改革、入試改革、国際化、地域連携等の具体的な取組
み等）を学長のリーダーシップの下で推進している。 そうした中で、宮崎大学の
学長は、職員数約1,776名の法人の代表として、その業務を総理するとともに、校
務を司り、所属職員を統督して、経営責任者と教学責任者の職務を同時に担っ
ている。

学長の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬3,614万
円と比較した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額2,324万円と
比べてもそれ以下となっている。

宮崎大学では、学長の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表
の俸給月額を踏まえて決定しているが、学長の職務内容の特性は上記のとおり
法人化移行前と同等以上であると言え、これまでの各年度における業務評価の
結果を勘案したしたものとしている。また、他の総合大学の長の報酬水準（鹿児
島大学、熊本大学及び大分大学の長の平均報酬17,166万円）と同水準となって
いる。

こうした職務内容の特性や鹿児島大学、熊本大学及び大分大学の長との比較
を踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

理事は、研究・企画、教育・学生、病院、人事・基金・SDGs、総務、というそれぞれの職
務において、学長を補佐し、法人の業務を掌理する。また、学長に事故があるときはその
職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を担っている。

理事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬3,614万円と比較
した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額2,324万円と比べてもそれ以下
となっている。

宮崎大学では、理事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給
月額を踏まえて決定しているが、こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえる
と、理事の報酬水準は妥当であると考えられる。

法務及び広報戦略担当の理事であり、常勤理事に同じ。

監事は、効率的かつ効果的な業務運営の確保を目的として監査を行う。また、役員が不
正行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるときなどに、その旨学長及び文
部科学大臣に報告する職務を担っている。

監事の年間報酬額は、人数規模が同規模である民間企業の役員報酬3,614万円と比較
した場合、それ以下であり、また、事務次官の年間給与額2,324万円と比べてもそれ以下
となっている。

宮崎大学では、監事の報酬月額を法人化移行前の国家公務員指定職俸給表の俸給
月額を踏まえて決定しているが、こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえる
と、監事の報酬水準は妥当であると考えられる。

常勤監事に同じ。

職務内容の特性や国家公務員指定職適用官職、他の同規模の国立大学法人、
民間企業等との比較などを考慮すると、役員の報酬水準は妥当であると考える。



４　役員の退職手当の支給状況（令和５年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

千円 年 月

該当者なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

法人での在職期間

法人の長

理事

監事



５　退職手当の水準の妥当性について
【法人の判断理由等】

区分

【文部科学大臣の検証結果】

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

該当者なし

判断理由

法人の長 該当者なし

理事 該当者なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

監事

文部科学省国立大学法人評価委員会が行う、業績の実績に関する評価の結果を勘案し、学長が、その職務
実績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができるとしている。今後も継続する方
針である。

該当なし



Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕
給与種目

　③　 給与制度の内容及び令和５年度における主な改定内容

昇格
　勤務成績の良好な職員が別に定める昇格基準を満たしたときは、１級上位の級に昇格さ
せることができる。

降格 　職員が、就業規則の規定に基づき降任したときは、下位の級に降格させることができる。

賞与：勤勉手当
（査定分）

　６月期及び１２月期の勤勉給は、基準日以前６箇月以内における勤務成績に応じて決定
される成績率に基づき支給される。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

制度の内容

昇給
　毎年１月１日の昇給日に、昇給日前１年間の勤務成績等により決定されるA～Eの５段階
の昇給区分に応じて昇給させることができる。

宮崎大学職員の給与水準を検討するにあたって、他の国立大学法人等、国家公務員のほか、令和5年職
種別民間給与実態調査によるデータのうち、企業規模別（常勤職員数1,776人）・職種別平均支給額を参考
にした。
(1) 国立大学法人大分大学･･･当該法人は、事業内容（教育・研究）において類似する国立大学法人であり、
法人規模についても同等（常勤職員数2,041人）となっている。
(2) 国家公務員･･･令和5年において、国家公務員のうち行政職俸給表（一）の平均給与月額は404,015円と
なってお り、全職員の平均給与月額は412,747円となっている。
(3) 職種別民間給与実態調査において、宮崎大学と同等の規模や職種の大学卒の４月の平均支給額は部
長級794,116円、課長級668,608円、次長級588,324円、係長級519,960円、主任級453,232円、係員級
368,649円となっている。

また、学長のリーダーシップによる予算、人的・物的資源の戦略的な運用を進め、全学的な観点から学部・
研究科等の教職員人事を行う制度を推進し、事務系職員については、教育研究活動等の支援の観点から
適切に配置し、事務等の効率化・合理化を進めている。

本学の定めた個人評価の結果を基礎資料とし、職員の勤務成績等に応じて、昇給・昇格・降格及び勤勉給
の成績率を決定している。

宮崎大学職員給与規程に則り、基本給（俸給、調整給、役職給、異動保障給、広域異動給及び教職調整
給）、諸手当（扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、初任給調整手当、宿日直
手当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、診療従事手当、時間外勤務手当、休日勤務手
当及び夜間勤務手当）及び賞与（期末給及び勤勉給）としている。

期末給については、（俸給＋調整給＋教職調整給＋扶養手当＋異動保障給＋広域異動給＋役職段階別
加算額＋管理職加算額）に一般の職員には、６月に支給する場合においては100分の１22.5、１２月に支給
する場合においては100分の１22.5を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間
に応じた割合を乗じて得た額としている。

勤勉給については、（俸給＋調整給＋教職調整給＋異動保障給＋広域異動給＋役職段階別加算額＋管
理職加算額）に勤勉手当の支給実施要領に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。



２　職員給与の支給状況

　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

1,137 46.3 6,727 4,908 69 1,819
人 歳 千円 千円 千円 千円

282 42.6 5,506 4,058 75 1,448
人 歳 千円 千円 千円 千円

493 50.1 8,087 5,861 68 2,226
人 歳 千円 千円 千円 千円

207 46.2 5,892 4,322 68 1,570
人 歳 千円 千円 千円 千円

15 48.6 4,969 3,664 59 1,305
人 歳 千円 千円 千円 千円

53 41.9 6,467 4,736 46 1,731
人 歳 千円 千円 千円 千円

87 39.8 5,434 3,985 67 1,449
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

13 62.2 3,301 2,756 77 545
人 歳 千円 千円 千円 千円

13 62.2 3,301 2,756 77 545
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

372 37.9 4,514 3,363 59 1,151
人 歳 千円 千円 千円 千円

74 48 3,427 2,490 72 937
人 歳 千円 千円 千円 千円

42 45.5 5,869 4,301 69 1,568
人 歳 千円 千円 千円 千円

224 33.1 4,642 3,490 55 1,152
人 歳 千円 千円 千円 千円

7 50.2 4,125 3,131 65 994
人 歳 千円 千円 千円 千円

25 33.9 4,413 3,296 38 1,117

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

技能・労務職種

医療職種
（病院医療技術職員）

非常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

教育職種
（附属義務教育学校教員）

医療職種
（病院医療技術職員）

その他医療職種
（看護師）

再任用職員

事務・技術

常勤職員

事務・技術

教育職種
（大学教員）

医療職種
（病院看護師）

技能・労務職種

区分 人員 平均年齢
令和5年度の年間給与額（平均）

総額 うち所定内 うち賞与



人 歳 千円 千円 千円 千円

194 39 3,655 2,727 67 928
人 歳 千円 千円 千円 千円

34 48 3,168 2,374 86 794
人 歳 千円 千円 千円 千円

人 歳 千円 千円 千円 千円

144 36.8 3,653 2,728 64 925

人 歳 千円 千円 千円 千円

16 39.2 4,707 3,469 59 1,238

注８：非常勤職員（年俸制以外）の表について、医療職種（病院医師）は該当者がいないため、欄の記載を省略した。

注９：非常勤職員（年俸制）の表について、医療職種（病院医師、病院看護師）は該当者がいないため、欄の記載を省略した。

注10：非常勤職員（年俸制）の教育職種（大学教員）については、該当者が２名以下のため、当該個人情報に関する情報が特定される
恐れのあることから、区分以外は記載せず、非常勤職員（年俸制）全体の数値からも除外している。

注５：教育職種（附属義務教育学校教員）には附属幼稚園教員を含む。

注６：常勤職員の表について、医療職種（病院医師）は該当者がいないため、欄の記載を省略した。

注７：再任用職員の表について、医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）は該当者がいないため、欄の記載を省略した。

注２：在外職員、任期付職員の区分については該当者がいないため、表の掲載を省略した。

注３：常勤職員（年俸制以外）のその他医療職種（看護師）については、該当者が２名以下のため、当該個人に関する情報が特定され
る恐れのあることから、区分以外は記載せず、常勤職員（年俸制以外）全体の数値からも除外している。

注４：再任用職員の技能・労務職種及び医療職種（病院医療技術職員）については、該当者が２名以下のため、当該個人情報に関す
る情報が特定される恐れのあることから、区分以外は記載せず、再任用職員全体の数値からも除外している。

教育職種（大学教員）

病院特定常勤技師

病院特定常勤看護師

注１：常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。

非常勤職員
※年俸制

事務・技術



②

注：①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注：年齢28～31歳の該当者は4人以下であるため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年
間給与額の第1・第3分位については表示していない。

年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師）)〔在
外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。以下、④まで同じ。〕
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③

（事務・技術職員）

平均

人 歳 千円

代表的職位 部長 4 55.8 8,842

課長 23 55.0 7,638

次長(課長補佐) 30 52.5 6,876

係長 122 44.0 5,558

主任 13 42.7 5,160

係員 90 33.7 4,099

（教育職員（大学教員））

平均
人 歳 千円

代表的職位 教授 167 56.2 9,691

准教授 142 49.8 7,921

講師 47 48.2 7,262

助教 132 43.2 6,380

助手 1

教務職員 4 53.3 5,587

（医療職員（病院看護師））

平均
人 歳 千円

看護部長 1

副看護部長 5 56.5 7,279

代表的職位 看護師長 25 51.9 6,498

副看護師長 63 45.9 5,934

看護師 113 44.6 5,525

7,266～5,869

6,894～5,241

6,571～4,625

注：看護部長の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均
　　年齢及び年間給与額については記載していない。

平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

11,935～7,437

注2：教務職員の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、
　 　　年間給与額の最高・最低については記載していない。

注：部長の該当者は４人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、年間給与
　　額の最高・最低については記載していない。

分布状況を示すグループ 人員

分布状況を示すグループ 人員

9,170～6,024

8,851～5,666

7,380～4,915

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病院看護師））

平均年齢
年間給与額

（最高～最低）

千円

9,037～6,860

注１：助手の該当者は１人のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均年齢
　　及び年間給与額については記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

（最高～最低）
千円

7,587～6,779

8,451～5,552

7,715～3,735

5,761～4,223

5,628～2,825



④

（事務・技術職員）

夏季（６月） 冬季（12月） 計
％ ％ ％

54.9 54.7 54.8

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 45.1 45.3 45.2

％ ％ ％

         最高～最低 53.9～42.6 53.7～42.9 53.8～42.8

％ ％ ％

55.4 55.3 55.4

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.6 44.7 44.6

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～40.2 49.0～36.3 49.5～40.2

（教員職員（大学教員））
夏季（6月） 冬季（12月） 計  

％ ％ ％

53.8 54.0 53.9
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.2 46.0 46.1

％ ％ ％

         最高～最低 56.3～42.9 56.0～43.4 56.2～43.3
％ ％ ％

55.6 55.6 55.6
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.4 44.4 44.4

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～41.2 49.0～41.5 48.3～41.4

（医療職員（病院看護師））
夏季（6月） 冬季（12月） 計

％ ％ ％

53.5 55.1 54.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 46.5 44.9 45.7

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～44.7 44.9～44.9 47.5～44.8
％ ％ ％

55.3 55.3 55.3
％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均） 44.7 44.7 44.7

％ ％ ％

         最高～最低 50.0～41.1 49.0～41.3 49.5～41.2

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

賞与（令和５年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／教育職員（大学教員）／医療職員（病
院看護師））

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）

一般
職員

一律支給分（期末相当）

区分

管理
職員

一律支給分（期末相当）



３　給与水準の妥当性の検証等

○事務・技術職員

○医療職員（病院看護師）

講ずる措置
国家公務員の給与水準等を考慮し、今後も適正な水準の維持に努める。

　○教育職員（大学教員）と国家公務員との給与水準の比較指標　　84.7
　（注）上記比較指標は、法人化前の国の教育職（一）と行政職（一）の年収比率を基礎に、令和５年度の教
育職員　（大学教員）と国の行政職（一）の年収比率を比較して算出した指数である。

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合】26.1%
（国からの財政支出額　11,003百万円、支出予算の総額　42,127百万円：令和5年度予算）

（法人の検証結果）
　指数の状況として、いずれも国家公務員の同等の給与水準を維持しており、本学の地域性及
び職員構成を勘案して給与水準は適正であると考える。

【累積欠損額について】
累積欠損額なし

【文部科学大臣の検証結果】
　法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与等を勘案し、
設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べて給与水準が高い法人
は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人
改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
　当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、
職員の給与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応
が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

講ずる措置 国家公務員の給与水準等を考慮し、今後も適正な水準の維持に努める。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　　98.1
・年齢･地域勘案　　　　　　　　 101.5
・年齢･学歴勘案　　　　　　 　　  99.2
・年齢･地域･学歴勘案　　   　 102.9
（参考）対他法人　　　　　　  　   95.8

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

【支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合】26.1%
（国からの財政支出額　11,003百万円、支出予算の総額　42,127百万円：令和5年度予算）

（法人の検証結果）
　指数の状況として、いずれも国家公務員の給与水準を下回っており、本学の地域性及び職員
構成を勘案して給与水準は適正であると考える。

【累積欠損額について】
累積欠損額なし

【文部科学大臣の検証結果】
　法人の職員の給与水準は、職務の特性や国家公務員、民間企業の従業員の給与等を勘案し、
設定の考え方を明らかにすることが求められており、国家公務員と比べて給与水準が高い法人
は、その合理性及び妥当性について、説明責任を果たすべきこととされている。（独立行政法人
改革等に関する基本的な方針（平成25年12月24日閣議決定））
　当該法人は、国家公務員の給与及び民間企業の従業員の給与等を総合的に勘案したうえで、
職員の給与水準を設定しており、法人における給与水準の妥当性の検証結果から、適切な対応
が執られていると考える。引き続き、適切な給与水準の設定に努めていただきたい。

項目 内容

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　　　80.4
・年齢･地域勘案　　　　　　　　　 89.7
・年齢･学歴勘案　　　  　　 　　　80.4
・年齢･地域･学歴勘案　　 　   　89.4
（参考）対他法人　　　　　　  　   92.8



４　モデル給与

（扶養親族がいない場合）
事務・技術職員

教員職員（大学教員）
○ 24歳（助教）
　　月額 257,700円　年間給与 4,236,586円
○ 35歳（助教）
　　月額 323,400円　年間給与 5,388,490円
○ 50歳（准教授）
　　月額 437,600円　年間給与 7,388,438円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者6,500円、子１人につき
　10,000円）を支給

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　国家公務員のほか、他の国立大学法人等の動向も踏まえて、今後も継続する方
針である。

○ 22歳（大卒初任給）
　　月額 196,200円　年間給与3,225,528円

○ 35歳（主任）
　　月額 277,100円　年間給与 4,617,038円

○ 50歳（次長）
　　月額 368,700円　年間給与 6,225,130円



Ⅲ　総人件費について

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

千円 千円 千円 千円 千円 千円

(A)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｂ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ｃ)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(D)
千円 千円 千円 千円 千円 千円

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

注：中期目標期間の開始年度分から当年度分までを記載する。

最広義人件費
19,131,837 19,474,290

福利厚生費
2,378,412 2,462,292

非常勤役職員等給与
6,394,503 6,432,850

退職手当支給額
717,795 730,639

区　　分

給与、報酬等支給総額
9,641,127 9,848,509

①給与、報酬等支給総額及び最広義人件費について
「給与、報酬等支給総額」
　国家公務員の給与水準の見直し（民間給与との較差等に基づく給与改定）に関連し、初任
給及び俸給月額の引上げや勤勉給の引き上げを行った影響により、対前年度比約2.1%の増と
なった。
「最広義人件費」
　 国家公務員の給与水準の見直し（民間給与との較差等に基づく給与改定）に関連し、初任
給及び俸給月額の引上げや勤勉給の引き上げを行った影響に加えて、再雇用職員の雇用人
数が約12.1%、非常勤職員の雇用人数が約1.7％増加したことなどにより、非常勤役職員等給
与は約0.6%の増となった。また、福利厚生費は支給額（非常勤役職員等給与を含む）増に伴
い、約3.4%増となった。
　このような状況により最広義人件費は対前年度比約1.8%増となった。
 
②退職手当支給額について
　「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成29年11月17日閣議決定）に基づく措置
として、「独立行政法人及び特殊法人等における役職員の給与及び退職手当について」（平成
29年11月17日事務連絡）を踏まえ、平成30年1月1日から、以下の措置を講ずることとした。
　役員に関する講じた措置の概要・・・退職手当法の改正に準じて、調整率を100分の83.7に改
定した額を支給することとした。
  職員に関する講じた措置の概要・・・退職手当法の改正に準じて、調整率を100分の83.7に改
定した額を支給することとした。

教育職員の定年年齢は65歳である。事務・技術職員及び医療職員については、令和5年

11月29日に定年年齢を60歳から65歳に引き上げた。定年年齢の引上げに伴い、事務・技

術職員及び医療職員については、60歳に達した管理監督職の職員は非管理監督職に降

任する制度を設けているほか、職員の基本給について60歳に達する年度から7割水準とす

ることとした。


